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地域開放・複合化について 

背景 

地域や社会と連携・協働し、ともに創造する共創空間 

■文科省「新しい時代の学びを実現する学校施設の在り方について」（令和 4 年 3 月） 

○学校の中だけで学びを完結することなく、地域や社会との交流の中で、様々な人や社会の課題と向き合

う「外との学び」を推進するため、学校を地域コミュニティの拠点として捉え、地域の人たちと連携・協働

し、ともに創造的な活動を企画・立案・実行していくための「共創空間」を生み出していくことが重要で

ある。 

○学校と地域住民等との交流や共創を促進し、地域の活性化、課題解決を図る観点等から、地域の実情

等に応じて、地域の人づくりや魅力向上のための基盤となる学校施設を核として、他の公共施設などと

の複合化・共用化等を図るなど、多様な「知」が集積し新しい価値を生み出す施設としての整備を推進

する必要がある。 

 

 

公共建築物の施設総量の適正化 

■各務原市公共施設等総合管理計画【令和３年度改訂版】 

○施設の集約化（統合、複合化、多機能化、転用、廃止の検討） 

社会的なニーズにより新たな公共建築物の建設が必要な場合や、既存の公共建築物の大規模修繕

や更新を行う場合には、総量抑制を前提に、提供すべき行政サービスの水準や施設機能、施設の利用

状況、地域特性 等を十分に検証した上で、同種の機能を持つ施設の集約化（統合）や異なる機能を

持つ施設の複合化・多機能化、存在意義の薄れた施設の転用や廃止などについて柔軟な視点で検討

します。 
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コミュニティ・スクール（学校運営協議会） 

■国の取組 

・コミュニティ・スクールとは、学校と地域住民等が力を合わせて学校の運営に取り組むことが可能となる

「地域とともにある学校」への転換を図るための仕組みで、学校運営に地域の声を積極的に生かし、地域

と一体となって特色ある学校づくりを進めていくことができる。 

・平成 29 年 4 月に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の改正が行われ、学校運営協議会の

設置の努力義務化やその役割の充実が求められることとなった。 

○地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和 31 年法律第 162 号)  第 47 条の 5 

教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その所管に属する学校ごとに、当該学校の運

営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、学校運営協議会を置くように努めなけれ

ばならない。ただし、二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要がある場合として文部科

学省令で定める場合には、二以上の学校について一の学校運営協議会を置くことができる。 

○学校運営協議会の主な役割 

・校長が作成する学校運営の基本方針を承認する 

・学校運営に関する意見を教育委員会又は校長に述べることができる 

・教職員の任用に関して、教育委員会規則に定める事項について、教育委員会に意見を述べることが 

できる 

 

■各務原市型コミュニティ・スクールの推進について 

○コミュニティ・スクール事業の目的 

・誇り・やさしさ・活力があり、郷土を愛する児童生徒を、地域・家庭・学校が連携し、義務教育 9 年間を

通して地域全体で育成する。 

・中学校区単位で学校運営協議会を設置し、「地域と共にある学校」づくりをめざす。 

○学校運営協議会の設置状況 

・平成 30 年度 2 中学校区（稲羽、川島） 

・令和元年度 ２中学校区（那加、桜丘、鵜沼、蘇原） 

・令和２年度 ２中学校区（緑陽、中央） 

・令和４年度 各務原特別支援学校 

 ○各務原市型コミュニティ・スクールの実践スタイルと目指す方向 
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現状と課題 

○地域開放 

・現在、各務原市の小中学校では、主に「体育館」「運動場」で地域開放を行っている。 

・小学校では空き教室や会議室、特別教室（図書館・音楽室など）で地域開放を行っている学校がみら

れる。（第１回教職員アンケート調査より） 

・利用したい特別教室は、「図書館」や「音楽室」、「家庭科調理室」が多く挙げられた。（第２回アンケー

ト調査より） 

・学校施設が地域と密接につながるために必要な空間についての問いには、「図書館や特別教室等、地

域住民に開放されている空間」「授業時間外に児童生徒の学習を支援できるスペース」「保護者、

PTA、地域住民、学校ボランティア等の人たちが気軽に立ち寄れるスペース」が挙げられた。（第２回ア

ンケート調査より） 

・自由記述では、教職員の負担軽減、運営管理の仕組みづくり、施設利用ルールの必要性、防犯面での

懸念が指摘された。（第２回アンケート調査より） 

※第１回アンケート結果の詳細は P.6 を参照。 

※第２回アンケート結果の詳細は P.7～8 を参照。 

 

現状とアンケート調査結果より、 

市民の潜在的な需要は確認できる一方で、単純に施設を開放すればよいというわけでもなく、その仕組

みづくりや安全面が課題とされ、管理体制も含めた整備が求められている。 

 

○コミュニティ・スクール 

・平成 30 年度に２中学校区で学校運営協議会が設置されて以降、令和 2 年度からは全ての中学校区

で設置され、各地域の特徴を活かしたコミュニティ・スクールが実践されている。 
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○他の公共施設等を併設した学校 

  ・川島小学校、中学校では、川島ライフデザインセンターが併設している。 

・各務原市内の全ての小学校で、放課後児童クラブ（学童保育）を実施している。 

＜放課後児童クラブについて＞ 

放課後児童クラブ（学童保育）は就労、就学などの理由により、保護者が昼間家庭にいない市内の小

学校に就学している児童に対し、放課後および春休み・夏休み・秋休み・冬休み（以下、長期学校休業期

間）に適切な遊びおよび生活の場を与えて、その健全な育成を図ることを目的としている。 

放課後児童クラブ一覧 

地区 通学する小学校 
放課後児童クラブ 放課後児童クラブ 

（平日・長期学校休業期間） （土曜日） 

那加・蘇原地区 

那加第一小学校 那加第一小学校 

那加第三小学校 
（那加中央保育所内） 

那加第二小学校 那加第二小学校 

那加第三小学校 
那加第三小学校 

（那加中央保育所内） 
尾崎小学校 尾崎小学校 

蘇原第一小学校 
蘇原第一小学校 

蘇原コミュニティセンター 
蘇原第二小学校 蘇原第二小学校 

鵜沼地区 

鵜沼第一小学校 鵜沼第一小学校 

鵜沼第二小学校 

鵜沼第二小学校 鵜沼第二小学校 
鵜沼第三小学校 鵜沼第三小学校 

緑苑小学校 緑苑小学校 
八木山小学校 八木山小学校 
陵南小学校 陵南小学校 
各務小学校 各務小学校 
中央小学校 中央小学校 

稲羽・川島地区 

稲羽西小学校 稲羽西小学校 

川島小学校 
稲羽東小学校 稲羽東小学校 

川島小学校 
川島小学校 

かわしま育ちの庭 
川島東こども園 

   

 

  



第 10 回各務原市学校建替基本方針策定委員会：資料 2 

 

5 

 

検討内容 

基本的な考え方（案） 

学校施設の地域開放 

 地域開放するエリアを設ける場合は、児童生徒の安全に十分配慮されていることを前提とする。 

 地域開放するエリアについては、地域の需要や運営状況に合わせて時間的、空間的に区切り、

段階に応じて柔軟に変更できる空間構成を検討する。 

 管理運営の体制等については、学校に過度の負担がかからないよう計画段階から関係者と十

分に調整する。 

学校施設の複合化 

 他の公共施設等と複合化する場合は、児童生徒の安全に十分配慮されていることを前提とす

る。 

 複合化する施設との相互利用や交流に配慮し、施設機能の高機能化・多機能化を検討する。 

 管理区分や運営等については、計画の初期段階から関係者と十分に調整を行う。 

 施設形態（合築、別棟等）については、個別の施設計画において検討する。 
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■第 1 回アンケート結果（抜粋） 

【地域における学校のあり方】 

○地域開放している施設 

・地域開放している学校のうち、「体育館」は全学校、「運動場」は 91.3％の学校で開放している。 

・小・中学校別でみると、中学校では「運動場」も全学校で開放している。 

 

○開放している施設（運動場・体育館）の使われ方 

施設名 利用内容 実数 

運動場 地域のスポーツ団体の利用 11 

スポーツ少年団の利用 5 

消防団 3 

社会体育 1 

夜間解放 1 

スポーツ振興会 1 

イベント駐車場 1 

地域の行事 1 

体育館 地域のスポーツ団体の利用 16 

スポーツ少年団の利用 3 

社会体育 2 

個人や団体へ貸し出し 1 

夜間解放 1 

地域スポーツ同好会の活動 1 

子供会活動 1 

地域行事 1 

 

○学校施設を地域開放することによる課題（困りごと） 

体育館の貸出に関する要望や苦情が直接学校に来る場合がある。 

参考資料 
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■第 2 回アンケート結果（抜粋） 

【これからの新たな学校施設の地域開放について】 

○学校開放で利用したい特別教室 

・学校開放で利用したい特別教室に関しては、全体でみると「図書館」が 39.0％で最も多く、次いで「音

楽室」が 16.9％、「家庭科室（調理）」が 13.9％であった。 

・「その他」の意見として以下の内容があげられている。 

グラウンド（8）、体育館（5）、運動できる場所（3）、部活動で使用している教室、校庭でスケボー、教室、

パソコンが使える部屋、屋上、テニスコート など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○学校施設が地域と密接につながるために必要な空間等 

・学校施設が地域と密接につながるための必要な空間に関しては、全体でみると「図書館や特別教室等、

地域住民に開放されている空間」が 41.5％で最も多く、次いで「授業時間外に児童生徒の学習を支

援できるスペース」が 35.4％、「保護者、PTA、地域住民、学校ボランティア等の人たちが気軽に立ち

寄れるスペース」が 34.7％であった。 

 

参考資料 
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○学校と地域が関わることについてのご意見・ご要望 

学校と地域との関わりは良いことだが、その対応などで教職員の仕事が増えるようなことになってはい

けないと思う。 

先生方の負担を少しでも減らす為、民間との連携が必要と思う。 

学校の（PTA)役員さんの仕事を差しさわりのない範囲で地域のボランティアさん等に頼ることができ

ないかと思います。 

学校開放でこどもが使用できたり、休日学校施設の開放だったり、休日に何か興味のあるイベントが

あれば参加したいと思います。ただ外部で運営してもらえるなら賛成ですが、保護者の負担となるの

であれば現状のままがよいと思います。 

地域交流は大切ですが、やはり不特定多数の方が、授業時間に自由に出入りできるのは、防犯上不

安。利用時間や利用場所の区切り等、より公共施設を意識したルール作りが必要。また共用施設とし

て、別に管理者が必要となることも考えられる。 

学校施設の管理者の明確化、鍵管理などの明確化、施設使用ルールのマニュアル化、どの施設でも

共通化など。 
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■ 学校と地域とのかかわり・活動の例 

  

参考資料 


